
アトリエエム株式会社 代表取締役
産業カウンセラー 三木　啓子

発　表 「和歌山県人権尊重の社会づくり協定締結企業」に
よる人権に関する取組を発表

◆手話通訳・要約筆記あります。

和歌山県
経済産業省中小企業庁委託事業

■ 田辺市会場 令和２年１月１４日（火）　１３：３０～１５：３０
西牟婁総合庁舎４階大会議室　田辺市朝日ヶ丘２３－１

■ 講師プロフィール

ハラスメントの現状と防止対策ハラスメントの現状と防止対策
～ハラスメント防止のための法律の改正を受けて～～ハラスメント防止のための法律の改正を受けて～
職場環境を悪化させ、働く人の労働意欲や働く権利を侵害する行為である、ハラスメ
ント。企業が人権に配慮することは、職場の活性化や勤労意欲の増進、さらには企業
イメージの向上へとつながっていきます。

民間企業、男女共同参画センター等で勤務の後、２００５年にアトリエエム株式
会社を設立、代表取締役に就任。パワハラ、セクハラ、マタハラ、アカハラ、Ｌ
ＧＢＴ等のハラスメント防止研修、人権研修、メンタルヘルス研修、ワーク・ラ
イフ・バランス並びに人材育成事業等を行っている。特にハラスメント防止につ
いては、オリジナルプログラムでのセミナー（研修）を企業、行政機関、教育機関、
各種団体等で多数実施。ロールプレイやグループワークを取り入れたセミナーは、
実践的でわかりやすいと好評で、メディアでも紹介されている。研修用ＤＶＤと
冊子も多数製作している。著書「ＳＴＯＰ！ハラスメントノート～法律改正の概
要とポイント～」「セクハラ・パワハラその現状と防止対策」など

メール e0215001@pref.wakayama.lg.jp
FAX 073－433－4540
TEL 073－441－2566
 和歌山県人権施策推進課

◆参加方法／事前にお申し込みください。
◆定員／70人 ■ 田辺市会場　西牟婁総合庁舎

講　師 

「企業における人権」 「企業における人権」 参加無料

お申し込み

主催

朝日ヶ丘郵便局

スーパー

高雄中学校

湊塔之内

紀伊田辺
●

●

●

西牟婁総合庁舎



FAX送付状
和歌山県人権施策推進課 あて

 FAX 番号（０７３－４３３－４５４０）

「企業における人権」講演会 参加申込書
日 時：令和２年１月１４日（火）１３：３０～１５：３０ 

会 場：西牟婁総合庁舎 ４階大会議室 

出席される方のお名前 

名氏名職役属所

事業所名 

ご担当者 

電話番号 

令和２年１月７日（火）までに、お申込みください。

１月８日以降でも、お申込みいただける場合があります。 

お気軽にお問い合わせください。 


